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 太陽光発電の新しい電力買取制度では、売電事業目的の太陽光発電を認めていません。

太陽光発電を普及させるために、そのような制約を撤回して売電がどんどん行えるよう

にすることが必要と考えますので、制度の変更をお願いします。また、売電を妨げてい

る、配電設備の不足を速やかに改善するようにしてください。具体的には以下の内容に

なります。 
 
１． ６６００Ｖの高圧受電による太陽光発電所は、発電と同規模の負荷設備を求め

ています。その制約を撤回して負荷設備を超える発電設備を無制限に設置できるよ

うにしてください。発電設備に対する配電設備の不足は、発電事業者の申出とその

費用負担により速やかに改善してください。 
２． 低圧における太陽光発電設備は、負荷設備の容量を超えて発電設備を設置する

ことが出来ます。ただし電力会社の配電設備であるトランスの容量が不足して売電

が妨げられる場合があります。その場合には、トランスを大きいものに付け替える

必要がありますが、今まで実施されたことはありません。このような場合には発電

事業者の申出とその費用負担により速やかに改善してください。またパワーコンデ

ィショナーの発電抑制の電圧設定は原則的に１０９Ｖ（メーカー工場出荷値）とし

てください。配電設備の都合で整定値を変更するのは行わないで下さい。 
３． 配電設備の工事は、東電は関電工というように地域独占で行われていますが、

発電事業者の都合による工事は複数の工事業者から競争原理で選定出来るように

してください。また、柱上トランスは複数のメーカーから選定できるようにしたり、

中古品を使用してコスト削減出来るようにしてください。全国共通の設備基準とし

てください。 
４． 来年度以降行われる予定の太陽光発電全量買取制度は、発電した施設で自家消

費された電力も売電したこととみなす不当な制度です。当社は実施に反対です。実

際に配電線に流れ出たものが売電です。大規模な発電設備も１．の方式により余剰

買取制度にしてください。そして高く買取る期間は１０年間として下さい。また、

燃料電池などの発電設備を併設した太陽光発電の買取価格も同額として下さい。買

取期間終了後は、原則自由競争原理で売電出来るようにしてください。太陽光発電

による売電市場が早期に自立できるようにしてください。 


